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午前９時59分開会

会議に付した案件

○概要説明

商工観光労働部

１．商工業分野におけるＩＣＴ等の活用につ

いて

県土整備部

１．建設業におけるＩＣＴ活用工事の取組に

ついて

○協議事項

１．県外調査について

２．今後の委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 窪 薗 辰 也

委 員 蓬 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 右 松 隆 央

委 員 二 見 康 之

委 員 日 髙 陽 一

委 員 内 田 理 佐

委 員 満 行 潤 一

委 員 岩 切 達 哉

委 員 坂 本 康 郎

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 井 手 義 哉

商工観光労働部次長 横 山 浩 文

観光経済交流局長 酒 匂 重 久

商 工 政 策 課 長 内 野 浩一朗

企 業 振 興 課 長 矢 野 雅 博

食品・メディカル 山 下 栄 次
産 業 推 進 室 長

観 光 推 進 課 長 大 衛 正 直

オールみやざき営業課長 髙 山 智 弘

工業技術センター所長 弓 削 博 嗣

県土整備部

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

県土整備部次長 重黒木 清
（ 総 括 ）

県土整備部次長 蓑 方 公
(道路･河川･港湾担当)

管 理 課 長 斎 藤 孝 二

技 術 企 画 課 長 石 井 剛

道 路 建 設 課 長 矢 野 康 二

道 路 保 全 課 長 森 英 彦

河 川 課 長 高 橋 健一郎

ダ ム 対 策 監 井 野 隆 博

砂 防 課 長 原 口 耕 治

港 湾 課 長 江 藤 彰 泰

空 港 ・ ポ ー ト 否 笠 友 紀
セールス対策監

営 繕 課 長 後 藤 和 生

設 備 室 長 日 髙 誠

事務局職員出席者

政策調査課主査 甲 斐 健 一

総 務 課 主 幹 三 浦 洋 文

○重松委員長 皆さん、おはようございます。

それでは、ただいまから情報化推進対策特別委

員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、
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お手元に配付の日程案をごらんください。

本日は、商工観光労働部、県土整備部にお越

しいただきます。

二部構成といたしまして、まず、商工観光労

働部から、商工業分野におけるＩＣＴ等の活用

について概要説明をいただいた後、質疑・意見

交換を行います。

執行部が入れかわりまして、次に、県土整備

部から建設業におけるＩＣＴ活用工事の取り組

みについて概要説明をいただき、質疑・意見交

換を行います。

その後、委員会の県外調査等について御協議

をいただきたいと思いますが、このように取り

進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

○重松委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

本日は、まず商工観光労働部に御出席いただ

きました。初めに、一言御挨拶を申し上げます。

私は、このたび、特別委員会の委員長に選任

されました宮崎市選出の重松でございます。こ

の１年間、調査活動を実施していくため、当委

員会の任を担うことになりました。

さまざまな課題を解決するため努力してまい

りたいと思いますので、御協力をよろしくお願

いいたします。

委員及び執行部の皆様の紹介につきましては、

お手元に配付の出席者配席表にかえさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○井手商工観光労働部長 おはようございます。

商工観光労働部、部長の井手でございます。本

日は、どうぞよろしくお願いいたします。座っ

て説明をさせていただきます。

まず、現時点のお話でございますが、第４次

産業革命と言われるＡＩ、そしてＩｏＴ、これ

らの新しい技術、また、それらを支える社会実

装の進展により、あらゆる産業において、革新

的な変化をもたらしておりまして、社会的課題

の解決、また、全ての人が質の高いサービスを

享受し、快適に暮らすことができる社会という

ことで、今、政府も含めてＳｏｃｉｅｔｙ5.0、

いわゆる超スマート社会の実現に向けて、期待

が高まっているところでございます。

本格的な人口減少社会が到来する中で、私ど

もが所管します商工業分野におきましても、新

技術の導入、これによりまして生産性の向上を

図るとともに、また新たなビジネスモデルを構

築して、高付加価値化を目指していくことが必

要となっていると認識をしております。

本日は、お配りしております資料の目次にあ

りますとおり、商工業分野におけるＩＣＴ等の

活用について、御説明をさせていただきたいと

存じます。

詳細につきましては、この後、担当課長から

説明をいたしますので、よろしくお願いをいた

します。

私からは、以上でございます。

○内野商工政策課長 それでは、商工業分野に

おけるＩＣＴ等の活用について御説明いたしま

す。

特別委員会資料の１ページをお開きください。

資料が、商業・サービス業分野と、ものづくり
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分野の２分野ございます。分けて御説明させて

いただきます。

まず、１の現状と課題でございます。

人口減少や少子高齢化によります人材不足、

グローバル化の進展による産業構造の変化など、

県内の中小企業・小規模事業者を取り巻く環境

は、大きく変化をしております。

このような厳しい環境の中で、中小企業・小

規模事業者が持続的に成長していくためには、

ＡＩやＩｏＴといったＩＣＴ技術の導入や活用

を図りながら、生産性の向上や付加価値の向上

を図ることが必要となってきております。

しかしながら、昨年秋に、県が行いました中

小企業を対象としたアンケートによりますと、

ページ下の点線の枠囲みの上の問いにあります

ように、生産性向上の取り組みとして、ＩｏＴ

・ＡＩなど新技術の導入と回答した企業が7.9％

にとどまるなど、多くの企業でＩＣＴ技術の導

入に対する理解や認識が進んでいないことがわ

かっております。

このため、県では、県内の商工業分野の企業

・事業者でのＩＣＴ技術の導入を促進するため、

さまざまな取り組みを行っております。

資料の２ページをごらんください。

２、商業・サービス業分野における取り組み

等であります。

まず、（１）の県等の取り組みのうち、①キャッ

シュレス化の推進であります。

資料にはございませんが、キャッシュレス化

は店舗業務の効率化につながる、あるいはイン

バウンド需要の取り込み、利用者にとっても現

金を用意することなく買い物が可能といったメ

リットがございます。

国は昨年４月に策定いたしましたキャッシュ

レスビジョンの中で、諸外国と比べて低い状況

にあります国内のキャッシュレス決済比率

を、2025年の大阪万博までに40％とし、将来的

には先進国並みの80％を目指すとの方針が打ち

出されております。

そのような中、資料の①にありますように、

消費税率引き上げ後の消費喚起と、キャッシュ

レス化の推進を目的とした、キャッシュレス・

消費者還元事業が、ことし10月から来年６月ま

での９カ月間実施される予定であり、県では、

これまで、国や地元金融機関との共催による説

明会等を開催しまして、県内事業者への周知を

図ってまいりました。

具体的には、ページ中程の下側の表にありま

すように、国、九州経済産業局との共催による

説明会を、昨年からことしにかけて２回開催し

ましたほか、宮崎銀行や宮崎太陽銀行との共催

による説明会を、それぞれ４回、１回、県内計

４カ所で開催をしております。

また、一番下の丸のその他にありますように、

関連団体での会合等に、当課職員が出向いて説

明を行いますとともに、県内各地で、商工会議

所や商工会主催による説明会を開催するなど、

さまざまな機会を活用し、事業者への周知を図っ

てきたところでございます。

続きまして、資料の３ページをお開きくださ

い。

②インターネット販売についてであります。

インターネット販売は、大消費地から遠い本

県の事業者にとりまして、全国あるいは海外ま

で商圏、販売エリアが広がって、低コストで外

貨を獲得し、事業の継続・拡大を図ることがで

きる有効な手段となってきております。

一方で、商品開発やページづくり等で、さま

ざまなスキルやノウハウが要求され、新規に取

り組む際のハードルが高く、また、取り組んだ
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ものの売り上げに悩むケースも多く見受けられ

るところであります。

このようなことから、資料の丸にあります、

３つ丸がございますが、そこにありますように、

県では、ネット販売への参入を志す初心者向け

の事業者を対象とする販路拡大セミナーや、ネッ

ト販売の実践的なノウハウを学ぶスキルアップ

セミナー、そして、セミナーでの成果の実践の

場としての、一番下のインターネット販売物産

展の開催といった支援を行っておりまして、平

成30年度の実績を申し上げますと、資料に記載

しておりますとおり、販路拡大セミナーが計52

事業者、スキルアップセミナーが計36事業者、

インターネット販売物産展が計20事業者の参加

をいただいております。

続きまして、その下の（２）の県内における

ＩＣＴ等の導入事例についてございます。

先ほど御説明しましたとおり、来月から国の

キャッシュレス・消費者還元事業が始まります

が、現在のところ、事業の対象となる加盟店登

録の申請が進んでおりまして、９月５日現在、

全国で58万店舗、県内では4,472店舗の中小・小

規模店舗が申請をしております。

このキャッシュレス・消費者還元事業は、来

年４月末まで、この加盟店の登録を受け付ける

こととされておりますので、県としましては、

引き続き関係団体とも連携し、事業者への周知

に努めてまいりたいと考えております。

資料の４ページをごらんください。

キャッシュレス化に関連した、本県、県内の

地域での取り組みといたしまして、まず、一番

上の丸、青島商工振興会が、ことし４月に宮崎

太陽銀行と、キャッシュレス化実現による青島

地区の観光活性化のための包括連携協定を締結

し、その後、青島地区の約30店舗が新たにキャッ

シュレス決済を導入したと伺っております。

それから、日南市と高千穂町が、ことし７月

にそれぞれ宮崎銀行と、地域や観光消費の活性

化や生産性の向上を目的とする連携協定を締結

しており、今後２地域におけるキャッシュレス

推進を図っていくとされております。

続いて、②の小売業者インターネット販売に

よる県内の成功事例でございますが、例えば、

都城市に本社を置きます自然・健康食品を販売

する企業は、約４万社が参加しております楽天

市場におきまして、ショップ・オブ・ザ・イヤ

ーを６年連続で受賞するなど、ネット販売を通

じ、売上高や認知度が向上しておりまして、現

在では、地元都城市のほか、福岡や鹿児島、大

阪等にも実際の店舗を持つまでに成長しており

ます。

私からの説明は以上であります。

○矢野企業振興課長 企業振興課でございます。

ここからは、企業振興課のほうで御説明をさせ

ていただきます。

それでは、資料５ページをお開きください。

３、ものづくり分野（工業等）における取り

組みについてであります。

まず、（１）ＩＣＴ等の導入に向けた県等の取

り組みについて御説明をいたします。

①ものづくり企業に対するＩｏＴ等の導入支

援についてであります。

下の図にありますとおり、人手不足や働き方

改革などにより課題となる生産性の維持・向上

には、ＩｏＴの導入が有効な対策であると考え

られますが、企業の現状といたしましては、何

から手をつければよいかわからないなどといっ

た状況もあるところでございます。

このため、今年度から、ＩｏＴ導入のモデル

となるような取り組みを支援いたしまして、他
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の企業への導入の促進がされるよう、「ものづく

りビジネス生産性向上・コンサルティング支援

事業」を実施することといたしております。

支援の内容といたしましては、企業の抱える

課題の特定や、その解決に有効なＩｏＴ等の活

用について、専門家のコンサルティングを受け

る際の経費や、実際にＩｏＴツールを試験的に

導入するための経費を助成することといたして

おります。

なお、予算は全体で150万円でございまして、

８月に１社を補助事業者として採択したところ

であります。

成果等につきましては、ＩｏＴ導入のモデル

ケースといたしまして、研修会やセミナー等の

中で紹介をすること等によりまして、企業への

周知、導入促進を図ってまいりたいと考えてい

るところでございます。

次に、②みやざき新産業創出研究会のうち、

ＩＣＴ利活用促進分科会の取り組みについてで

ございます。

同分科会は、県工業技術センター及び食品開

発センターに設置しております、みやざき新産

業創出研究会の11の分科会のうちの一つでござ

いまして、産学金官からなる90の企業・団体等

で構成をいたしております。

このＩＣＴ利活用促進分科会におきまして、

ＩＣＴ技術と各産業の連携によります新事業展

開や地域の課題解決、産業全体の生産性等の向

上を目指しまして、セミナー等の開催を行って

いるところでございます。

続きまして、６ページをお願いいたします。

③の工業技術センターと民間企業との共同研

究開発についてであります。

工業技術センターでは、県内企業のニーズに

応じまして、センターが有する技術・設備を活

用したＩｏＴ関連の製品開発の支援を行ってお

りますが、その支援事例について御説明をいた

します。

下の図をごらんください。

株式会社インタープロにおいては、ひとり暮

らしの高齢者宅に設置したタブレット端末から

インターネットを介して、さまざまな安否情報、

例えば、人の動きや室温、明るさなどをクラウ

ド上のサーバーに送信をいたしまして、家族が

その情報をスマートフォンやパソコンで随時確

認することにより、高齢者の暮らしを見守るこ

とができるシステムの開発を行ったところでご

ざいます。

下の支援内容にもありますとおり、工業技術

センターにおいては、製品の本体であるタブレッ

トのスタンド部分、今、下の図の右の写真で白

く見えているところでございますが、この製品

の小型化に関する装置設計や、３Ｄプリンタに

よる試作のほか、機器自身が発する電磁波の測

定及び外部からの電磁波による機器の誤動作の

確認、振動や熱さ・冷たさに対する衝撃試験な

ど、製品評価等に関する技術的支援を行ったと

ころでございます。

昨年２月に販売を開始いたしまして、現在、

全国展開の大手マンション管理会社へ納入がな

されるなど、販路拡大も期待されているところ

でございます。

７ページをお開きください。

④ＩＴ関連人材の育成・確保についてでござ

います。

県では、今後のＩＴ関連人材の育成のため、

経営者等を対象といたしました経営力強化に係

るマーケティング研修や、ＩＣＴ技術者を対象

とした技術力強化に係る研修を実施していると

ころでございます。
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また、企業と県内の工業系を中心とした高校

生による実践的なインターンシップや体験学習

の実施など、地元企業を知る機会を創出するこ

とによる人材確保の取り組みも行っているとこ

ろでございます。

また、⑤にございますとおり、県産業振興機

構に相談窓口を設置いたしまして、専門のコー

ディネーターがＩＴの利活用に関するさまざま

な相談に対応をしているところでございます。

次に、８ページの（２）県内企業における導

入事例について御説明をいたします。

ものづくりの生産現場におきましては、生産

性の向上を図る観点から、既にＩｏＴを活用し

ている企業もございます。

活用事例の一部ではございますが、①のとお

り、生産工程における産業用ロボットの導入事

例といたしまして、複雑な工程や人体に危険な

工程のロボット導入によりまして、作業時間の

大幅な短縮や作業者の負担軽減などが図られて

いるところでございます。

また、ＩｏＴを活用した生産工程の管理とい

たしまして、②にありますとおり、生産用機械

の監視や生産ラインの稼働状況の把握などにＩ

ｏＴを導入することによりまして、機械のふぐ

あいの早期発見や効率的な生産が図られている

ところでございます。

本県企業の生産性の向上を図る上でも、Ｉｏ

Ｔの活用というのは大変有効であると認識して

おりますことから、引き続き、県内企業のＩｏ

Ｔ活用や導入に向けた支援を行ってまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○重松委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、御質疑がございましたら御発言をお

願いいたします。

○岩切委員 勉強させていただきたいんですけ

れども、キャッシュレスを進めたいということ

で、消費税増税に向けて流れがありますけれど

も、その小売事業者さんを中心に考えますと、

決済事業者さんに幾ばくかの手数料を、これか

ら先、払い続けることになると思うんですけれ

ども、大体、こういう規模の企業であれば、年

間にこれくらいをキャッシュレス事業者さんに

支払いが発生するでしょうというような推計が、

もしあれば教えていただけませんでしょうか。

○内野商工政策課長 具体的に幾らというとこ

ろまではないんですが、例えばクレジットカー

ド、いろいろキャッシュレスの決済手段はあり

ますけれども、その中でもクレジットカードで

いいますと決済手数料、おおよそですけれども、

大体１％から５％と言われておりまして、これ

も３％を超えると、なかなか利益が出ないとか

いう話も聞いているところでございます。

○岩切委員 ９カ月間は、その手数料がチャラ

になるという理屈だったでしょうか。

○内野商工政策課長 キャッシュレス消費者還

元事業の９カ月間におきましては、まずは前提

として、手数料を3.25％以下に抑えなさいとい

う条件がございます。また、手数料の３分の１

は国が補助するということになっております。

単純に計算すると、3.25％の３分の２ですので、

大体２％台に抑えられるのかなと。

決済事業者の中には、自分たちの会社で負担

して、その期間中ゼロ％にするという、中には

そういう決済事業者もありまして、要は、そう

いう決済手数料を下げることで競争が進んでい

るというような状況でございます。

○岩切委員 済みません、最後にいたしますけ

れども、どの程度の商店、小売業だと、このキャッ

シュレス決済というものを推進するのに適する
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事業規模なんでしょうか。駄菓子屋さんは無理

だろうという、単純な、それぐらいの発想はあ

るんですけれども、教えてもらえれば。

○内野商工政策課長 なかなか、やはり規模と

いう意味では、ちょっと難しい、なかなか簡単

にお答えできないんですけれども、中にはふだ

んから、相手、顧客の年齢層、例えば高齢者を

相手にしているとか、そういう場合だったら、

なかなかキャッシュレスというところまで至ら

ない可能性もございますし、そういう取り扱っ

ている商品でありますとか、その年齢層とか、

そういうそれぞれの店舗ごとに、取り組みの状

況というのが変わってくるのかなというのは思

います。

○岩切委員 ありがとうございました。

○満行委員 駄菓子屋でも、全く問題なく導入

はできるわけですけれども、このキャッシュレ

ス化に誤解があると思うんです。ＩＣＴを使わ

ないといけないとか、そういう機械が必要だと

か誤解する人たちが結構おられるので普及が進

んでいない。

中国を初め東南アジアに行くと、行商の高齢

者もＱＲコードを見せて決済をしているという

現状があり、やっぱり、もっと日本は学ばない

といかんのじゃないのかなと思うんです。行商

の人でも使える、結局、ＱＲコードを出すだけ

の話で、その登録を決済業者と交わすというだ

けの話なので、銀行の通帳があれば可能という、

そういうシステムなのに、まだこの日本では普

及できていないというのは、企業なり、その業

界、団体なり、行政の、もっとＰＲが必要じゃ

ないのかなと。

もちろん、高齢者向けのお店とか、いろいろ

あると思うんですけれども、それも、その登録

をして、手続をとっていて、何も不自由じゃな

いわけですよね。そのための啓発というのは、

どうなっているのかなと疑問に思っているとこ

ろです。いかがでしょうか。

○内野商工政策課長 委員が言われるように、

先ほども、ちょっと御説明の中で申し上げまし

たけれども、日本の国内が、そもそもキャッシュ

レスの決済比率が低い状況にあるというのはあ

りまして、これは裏返しで言うと、現金に対し

ての安心感というか、それと治安の関係とか、

そういうのはあると思います。

今回、９カ月間のキャッシュレス消費者還元

事業の中で、キャッシュレスというものを使っ

てこなかった方も、使ってみれば、そのメリッ

トというのは、やはり感じる方って多いと思い

ます。私どもとしては金融機関とか商工会議所、

商工会とか、さまざまな機関と連携して、当然、

事業の内容もそうです、説明する、普及に努め

る、啓発に努める必要があります。あと、例え

ばイベントで体験コーナーを設けてもらうとか、

いろいろなやり方はあると思いますので、そこ

は引き続き周知を図っていって、加盟店登録も

来年４月までは可能ですので、この機会、この

事業を活用して、県内のキャッシュレス化が進

むように努めてまいりたいと考えております。

○満行委員 よろしくお願いします。

○日髙委員 今、既に導入されているところも

あるということなんですけれども、何％、何割

ぐらいの方が利用されているというのは、わか

るものなんでしょうか。

○内野商工政策課長 先ほど、資料の中で県内

の中小店舗4,472店舗というのが、今のところ申

請をしております。ただ、実際に利用者が何名

ほどいるかという、これはちょっと、申しわけ

ございません、データとしてございません。中

小店舗の4,472店が、今のところ申請をしておる
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という状況です。

○日髙委員 いや、もう日本はおくれているなっ

ておっしゃっていまして、本当に、確かにそう

なのかなって思っていたんですけれども、先日、

東京でタクシーに乗ったときも、後ろの後部座

席にキャッシュレスのがあったんで、運転手さ

んに「どれぐらいの方がこれを使われるんです

か」ってきいたら、「95％は、もうこれですね」っ

ておっしゃっていて、その後に、僕はキャッシュ

で払っていたという状況があったんですけれど

も、やっぱり、こういうのを一回利用されると、

本当に、それはどんどん広がっていくと思うん

です。

Ｓｕｉｃａのキャッシュレス、皆さんも使っ

てらっしゃいますが、電車もＳｕｉｃａを使っ

たら、切符を買う人が、あれだけみんな並んで

いたのに、今、もうほとんど、並んでいらっしゃ

らないという状況です。だから、例えば、そう

いう機会を与えるというか、敬老会の何かで、

お祝い金とかいうのを、そういうキャッシュレ

スで何か使えるものができればなとか、そうい

うアイデアがあったらいいんじゃないかと思っ

ています。

○内野商工政策課長 言われるとおり、その

キャッシュレス、現金を持ち歩かなくて済むと

いう、そこもメリットの一つでございます。

いろいろな決済手段、先ほど、ちょっとクレ

ジットカードとか言いましたけれども、そのほ

かにもプリペイドカード、Ｓｕｉｃａとかｎａ

ｎａｃｏとかございますし、あと、これから多

分、ＱＲコードというものが、どんどん普及し

てくるのかなと思っております。その利用者の

方それぞれが、どういう決済手段を選ぶかとい

うところもありますけれども、これから店舗も

ふえますし、取り組みというか、そこのキャッ

シュレスの活用が、より進んでくるのかなと思っ

ております。

○岩切委員 関連で、申しわけありません。

キャッシュレス化が進んで、小売店に普及して

いきますと、ＰＯＳシステムですか、売り上げ

にどれが貢献しているかとかいうような商店主

が気づかない強みというものを、何がしかの形

で還元できると、手数料を払う価値があるのか

なということかなと思っていまして、やっぱり

手数料を払うということに対する小売業者の危

機感があって、なかなか進まないんじゃないか

なと。

ただ、キャッシュレス化すると、お客様がふ

えるんだよというコマーシャルもあるかもしれ

ないんですけれども、いずれにしても、プラス

売り上げがこういうふうに分析される強みがあ

りますよというのもあると思うんですけれども、

ＰＯＳとかいうようなものについては、この県

内の中小商店等の活用状況はいかがなものなん

でしょうか。

○内野商工政策課長 ＰＯＳの活用状況につい

て、ちょっと手元にございませんので時間をい

ただきたいと思います。

○岩切委員 申しわけないです。ありがとうご

ざいました。

○ 原委員 個別にということじゃないんです

が、何のためにこの情報化推進対策特別委員会

ができたのかという、そこの根本的なこともあ

るわけですけれども、生産性の話で、宮崎県は

所得が低い、どうすれば、その所得が上がるの

か。若者が外に出ていく、それは、やっぱり所

得が低いからで、よその賃金の高いところにど

うしても出ていく。ということは、宮崎県にとっ

て、都会を追い越すことはできないでしょうけ

れども、限りなくそこに近づくように所得を上
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げていくというのは、坂本委員も初めての一般

質問で、数字を挙げてそんな質問をされており

ました。特に私はＵターンでしたから、そこの

ところを痛感しています。だから、宮崎県の県

政の大きな課題でもあるかなと思っているんで

すが、その中で外貨を稼ぐこととか、インター

ネット通販とかいうのもありますけれども、一

つ、データとしてお聞きしたいのが、日本は、

これだけのものづくり先進国だ、技術立国だと

言われながら、生産性は世界のＯＥＣＤの中で

言うと二十数位と、かなり低い。

宮崎県は、全国の中で、この生産性というの

はどの程度のところにあるのかということ、経

済産業省あたりのデータがあるんじゃないかと

思いますけれども、どの辺に位置しているのか、

ちょっと教えていただきたいのですけれども。

わからなければ、後でいいんですけれども、

大事なことだと思っているんです。

○井手商工観光労働部長 生産性のお話であり

ます。労働生産性を上げて付加価値額を上げる

というのは、本県産業振興の一番の課題だと、

しかも、一番取り組まなければいけないことだ

と、我々としても認識をしております。

その数字なんですけれども、平成27年データ

で、労働生産性、本県は393万4,000円というこ

とで、全国46位でございます。後ろには沖縄県

の379万8,000円、全国平均は536万円ということ

で、大きな開きがあると。

ただ、これは一人一人の給与というお話では

なくて、生産性という意味では、本県内のＧＤ

Ｐを人口で割ったものでございますので、一人

一人の給与に直接、直結しているものではない

ということだけは、御理解をいただきたいと思

います。

○ 原委員 直結はしていないでしょうけれど

も、それが、ほぼ比例することは間違いないと、

一つの大きな指標ではあると思うんです。

だから、生産性を上げるためにはどうするか、

その中で、この情報化推進対策特別委員会とい

う中で、ＩｏＴなりＡＩなり、ロボットをどん

どん導入していくことが、それにつながる第一

歩だと。

我が県で取り組んではいるけれども、ほかの

県では、もっと早いスピードで取り組んでいる

かもしれないわけであって、ただでさえ今は差

があるのに、同じ取り組みをしていては、なか

なかその差を縮めることはできない、差は開く

ばかりで、46位が47位になるかもしれないとい

うことではないかなと思っているんです。やは

り、このＩｏＴなりＡＩなり、そのロボット等

を入れて生産性を向上すること、結果的には生

産性を上げて所得につながる政策をするという

ことの、そういう意味では、この商工観光労働

部が行うべき仕事というのは、大変大変役割が

多いし、さっきも言いましたけれども、そうす

ることが、若者が定着できる地方創生にもつな

がることだろうと思います。

漠とした質問ですけれども、そのあたりの覚

悟を持って、ぜひ他県に負けないように進めて

いただきたいなと思いますので、ここで改めて

部長の決意をお伺いして、次の質問に入りたい

と思いますが、どうぞ。

○井手商工観光労働部長 特に製造業の分野で

生産性の向上のデータを、いろいろと見てまい

りました。６月の議会で御承認いただきました

みやざき産業振興戦略をつくる過程の中で分析

をしております。

やはり、はっきり申し上げまして、売上高の

大きい、大きな企業があるところの生産性は非

常に高い。要するに、上場企業でありましたり、
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企業売り上げ規模と１人当たりの労働生産性と

いうのは、相関関係があるというふうに見受け

られます。

したがいまして、今回の生産性向上の取り組

みも、やはり大きい企業のほうが、より大きく

効果が出る傾向にあるのではないかというふう

に思っております。

そういうことを踏まえまして、これまでも取

り組んでまいりましたけれども、県内の企業を

いかに、地場の企業を含め県内の企業をどう成

長させるかということを、県、オール宮崎でやっ

ていこうということで、企業成長促進のプラッ

トフォームを立てて、成長期待企業の認定等を

行って、そこに集中支援をしていくと。

そこで企業が外貨を引っ張ってきて、県内の

中小、小規模企業にきちんと経済循環をしてい

ただくと、そういう方向で商工行政としては進

めてきたところであります。今後も、その取り

組みを一層加速化して、本県の所得向上につな

げてまいりたいと考えております。

○ 原委員 そのとおりだと思います。確かに

大企業の場合というのは、その効果が発揮しや

すいというか、設備投資にかかわる話なので。

だから、大企業はなぜ給料が高いかというのは、

いわゆる生産性が高いということなんです。ト

ヨタ方式という言葉があるように、生産技術に

しろ、かなり細かくやっているわけですから。

ロボットが８ページにありますけれども、ここ

にいる我が会派の４名、１名が北九州の工場、

私がいた会社だったので、執行部にも行ってい

ただきましたが、見にいきました。最先端のも

のづくりでロボットをつくっている。

これは、ワンアームで７軸、既に両軸の14軸

にこれが入って15軸、ということは、倍の生産

能力が上がる。そういうロボットも既につくっ

ている。もう一つインバーターというところに

も行きましたけれども、本当に、超がつくくら

い合理化されて、私も10年間に一遍ぐらい見に

いっていますけれども、もう行くたびに生産工

程が凝縮されて、合理化されて、機械化されて、

ＩＴ化されている。例えば一つ言えば、日髙委

員が質問したんだけれども、５カ所ぐらいねじ

を締めているところがあって、これは締め忘れ

があるんじゃないですかと、そうしたら、全部

つながっていて、締め忘れがないようにチェッ

クできるようになってたんです。それぐらい合

理化されています。

そういう意識というか、県内のものづくりに

しろ、今あるキャッシュレスにしろ、やはり県

民の皆さん方のそういうＩｏＴなりＡＩなりロ

ボットなり、そういうものを入れていくことが、

かなり生産性の向上につながっていくという、

そういうことの意識の醸成も必要なんじゃない

かなというふうに思っています。今、ようやく

ここに来て、そういう機器を導入して、地方と

地方の格差というか、そのあたりの技術的な格

差がないような時代にはなってきたので、これ

からどんどん頑張っていくことによって、そう

いう都会との格差も縮まっていくのかなと期待

はしているところであります。我々もこういう

特別委員会を通じて、いろんな情報収集をし、

いろんなものを見て回って、先端のものづくり、

あるいはそういうＩｏＴ化、農業もそうなんで

すよね。

そういう意味では農業もかなりおくれていま

す。そういう意味では大変おくれている分野な

ので、ここにようやくスマート農業とかの考え

がきて、今までとは違う農業形態、野菜・果物

とかつくっていくようになっています。そのた

めに出てきた情報化推進対策特別委員会だろう
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と思うので、何か一人でしゃべることになりま

したけれども、部長の決意を聞きましたから、

以上で質問を終わります。

○矢野企業振興課長 先ほど、委員のほうから

おっしゃっていただいたこと、まさにそのとお

りでございますので、県のほうといたしまして

も、先ほど御説明いたしましたＩＣＴ利活用の

促進分科会あたりで、その国の動きであります

とか、先進的な企業の取り組みでありますとか

という講演を行いながら、皆さんに情報をお伝

えし、醸成を図っております。あと大型機械を

入れずとも、身の丈に合ったＩｏＴを入れてい

ただければ、生産性がこれぐらい向上して、所

得の向上にもつながる一因となるというところ

を皆さんにわかっていただくため、今回、もの

づくりビジネス生産向上コンサルティング事業

を入れさせていただいて、モデルケースを一つ

つくりました。それを先ほど言いましたＩＣＴ

利活用促進分科会のほうの講演会、セミナー等

で御紹介をしていく、また、企業さんからも御

紹介をしていただくというところで、皆さんの

そのＩｏＴ導入関係、生産性向上に対する意識

の醸成を図ってまいりたいというふうに考えて

おります。

また、高校生に関しましても、ＩＣＴ技術者

に関しましても研修等を開きまして、技術の向

上、魅力の向上にも努めてまいりたいというふ

うに考えております。

○内野商工政策課長 先ほど岩切委員から質問

のありましたＰＯＳシステムの利用状況なんで

すけれども、申しわけございません。ちょっと

データがございません。

ただ、その決済手数料に見合うだけのメリッ

トというのを、やはり感じてもらうというのが、

これからキャッシュレスが進むかどうかという

ことの大変重要なところだと思っています。一

つのメリットとして、やはり決済データが蓄積

されますので、例えばマーケティングにそれを

生かしていくとか、そういうメリットというの

が出てきます。

現に、宮崎銀行がその協定を結んでいますけ

れども、その協定項目の中には、決済データを

活用して事業者をサポートするというものも含

まれていますので、そういうさまざまな決済事

業者等のサポートが進むことで、その手数料に

見合うだけの、投資しただけの効果を感じても

らうような取り組みというのは必要かなと思っ

ております。

○満行委員 ４ページの小売業者のインター

ネット販売、都城の九南サービスも、物すごく

頑張っていただいて、ショップ・オブ・ザ・イ

ヤーを、毎年、三木谷社長から表彰状もらって

います。

私も楽天のヘビーユーザーで、この業界では

すごく有名なタマチャンショップですけれども、

これは、県とか市町村の行政が支援しながら今

日に至っているのか。これはどうなんでしょう

か。

○内野商工政策課長 委員の言われた、その九

南サービスという会社なんですけれども、県の

ほうで行っておりますさまざまなインターネッ

ト販売・導入のためのセミナーの開催とか、資

料の３ページにも出ておりますけれども、そう

いうセミナーには参加をしているというふうな

状況でございます。それから、このような優秀

な企業があるということで、中小企業大賞とい

うものも県でやっておりますけれども、※平成27

年度には、この九南サービスを中小企業大賞と

して、表彰をしたりしております。

※12ページ左段に訂正発言あり
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○満行委員 この県内で、本当に大成功をおさ

めているモデル企業だと思うので、ぜひ、この

モデルケース、いろんな業態で、これは応用で

きるんじゃないのかなと。ぜひ、このモデルを、

県内の中小企業の皆さん方に普及というか、こ

のシステムというか、このノウハウを広げるの

が、非常に有用かなと思うんですけれども、取

り組み状況はどうなんでしょうか。

○内野商工政策課長 この九南サービスは、ま

さに成功事例として上げられる企業であります

ので、例えばセミナーの中でこういう取り組み、

この九南サービスが取り組んできた状況とかを、

講師として話してもらうとか、県内で横展開で

きるように取り組んでいきたいと思います。

済みません、先ほど、ちょっと私、平成27年

度中小企業大賞と申し上げましたけれども、平

成29年度の間違いでございました。

○矢野企業振興課長 先ほどの企業関係の取り

組みに関しましては、さまざまな問題、課題が

ありますときには、産業振興機構の中にありま

すコーディネーター、あるいは、よろずの支援

拠点のコーディネーターが絡みまして、いろい

ろな、こういう取り組み、まさにタマチャン

ショップもそれで、いろいろな助言等を行いな

がら進めてきたわけです。企業さんへの紹介と

いたしまして産業振興機構の業務報告会という

のが、この前ございまして、その中で、タマチャ

ンショップの取り組みについては、こういうふ

うなすばらしい取り組みがあるというところで

の御紹介をいたしたところでございます。

○満行委員 ぜひ、第二、第三のタマチャン

ショップが展開できるように、今後とも、ぜひ

行政の支援をよろしくお願いいたします。

○右松委員 ６ページの次世代型見守りシステ

ムですが、私も、これは目にしたこと、目にし

たというかニュース等だったと思いますけれど

も、株式会社インタープロと県工業技術センタ

ーとの共同開発だというふうに考えています。

昨年２月に販売を開始したというふうな話

だったんですが、今後、ますますニーズが高まっ

ていくというふうに思っていまして、一つは価

格帯の部分と、もう一つは先ほど、ちょっと話

の中で、いかに普及を、このよさを知っていた

だけるかというような広報も含めて、先ほど何

か大手のマンションかどこかで、活用の話があ

りましたけれども、そのあたりをもう少し詳し

く教えてもらうとありがたいです。

○弓削工業技術センター所長 この販売の関係

でございますが、実績から申し上げさせていた

だきますと、現時点で340台の販売がなされてお

ります。新聞報道等もされておりますが、県外

のマンション管理の大手ということでございま

して、基本的に高齢者対応マンションに設置す

るというようなことで、今、営業も進めている

ようでございます。

県といたしましても、いろんな事例を御紹介

したりしているところでございますし、先日、

産業振興機構の発表会あたりでも発表していた

だいたりもしているところでございますし、非

常にいい製品でございますので、県としても後

押ししながら進めてまいりたいというふうに考

えております。

○右松委員 ぜひ進めていただきたいと思いま

す。既に利用されている方もいらっしゃると思

うんですけれども、そういった方の声といいま

しょうか、もし、紹介するものがあれば、教え

ていただければと思います。

○弓削工業技術センター所長 この製品自体は、

同じような製品をセコムがつくっているところ

ではございますが、機能的には、やはりこの製
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品のほうがすぐれているところでございます。

例えば、コミュニケーションをとる、マル・

バツ・サンカクでやりとりするでありますとか、

自由にボタンとかがタブレットで変えられる、

セコムの部分については固定式であるみたいな

ところもございまして、そういうところで、か

なり使い勝手がいいといいますか、そういう内

容にも、こちらは資料にも書いてございますが、

コミュニケーションをとれるというところがあ

ります。あと、センサーを使いまして外出の動

き、一定期間に人の動きがなかったら緊急通報

が行くだとか、夏であれば熱中症対策として、

高温であれば警報が行くだとか、そういうこと

があって、家族の方は、いつでもクラウドを通

して、その状況を見ることもできるし、緊急通

報もなされるというようなところでありますの

で、非常に使い勝手がいいということで、好評

を得ていると聞いております。

○右松委員 わかりました。高齢者あるいは単

身者とかの安否確認とかいろんな形で、今後、

ますますニーズが高まると思いますので、工業

技術センターのほうでも、さまざまな開発を進

めていただければなと思っております。よろし

くお願いします。

○ 原委員 関連して。工業技術センターの所

長が見えていることに気づいていなくて。製品

にかかる研究費で、日本とアメリカ、中国を比

較したときに、今、日本は論文が圧倒的に少な

いんだ、将来、大丈夫なのかという論調とかい

ろいろあります。日経新聞の岡田社長は宮崎県

出身なんですが、あの方の講演を東京で聞いた

ことがありますけれども、明らかに表にしてお

られました。確かに、今は中国が圧倒的に、そ

のあたりのものを出しておられる、いろんな各

分野での論文が多いと。次がアメリカで、日本

は圧倒的に少ないというような指摘がありまし

た。

いろんなところで話を聞いても、日本は研究、

あるいは開発費が、ほかの外国に比べて、今は

少ないんだそうですね。じゃあ、本県はどうな

んだ、いわゆる未来への投資ということで、個

人的な話になるけれども、ずっと一般質問をす

るときには、研究開発費を減らしたらだめよと

いうことを、知事に言ってきて、どういう計算

か知りませんが、同じベースで計算していただ

いて、減らしてはいただいていないようです。

工業技術センターは、いわゆるこのＩｏＴ関連

の製品開発の支援となっているわけですが、部

長もここにいらっしゃるわけだけれども、総務

部が、財政課がおりませんので忌憚のないとこ

ろをお聞かせいただきたいんですが、予算的に

は、この研究開発費というのは十分かというこ

と。

よもやと思いますが、私どもは減らしていな

いという答弁を受けていますけれども、そのあ

たりところを、忌憚のないところでお聞かせい

ただきたいです。

○弓削工業技術センター所長 研究開発費は、

我々もう、非常によくございます。たくさん欲

しいというのは当然でございますが、いろんな

御承知の財政的な部分もございますので、一定

の金額ということでございます。

そういうのを補うためにも、その外部資金の

獲得でありますとかは、その辺では非常に努力

しているところでございます。また、その支援

しているというか、相談を受けた企業が、産業

振興なり、経産省だったりのいろんな補助金を

受けるようにというようなところで、共同研究

をする際には、そういう外部資金を獲得したり、

さまざまな努力をしているところでございます。
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○ 原委員 それで努力は、認めるところです

が、例えば、民間等からこういう研究をしてほ

しいとか、あるいは共同研究とかあったときに、

いわゆるニーズはあるけれども、例えば予算的

な制約によって、やりたいのにやれないとか、

そういうことは、よもやないですよね。

○弓削工業技術センター所長 予算の範囲内と

いいますか、そういう場合には、企業さんとい

ろいろ相談しながら、企業さんにある程度を負

担していただくとか、そういういろんな工夫を

しながら進めていくと。

基本は、いわゆる研究を進めていって、産業

振興を図っていくということなので、そういう

ことを進めていきたいと思っています。

○ 原委員 要は、シーズとニーズがあって、

これをいかにベストマッチさせるかということ

で、そのシーズの部分を、いろいろ研究をして

いただいて、それをニーズとマッチングさせて

一般企業に広めていって、それが最終的には長

い時間がかかるかもしれないけれども、さっき

部長もおっしゃった、それが成長産業の小さな

芽になるかもしれないわけなので、そういう面

においても、もうそろそろ来年度の予算要求等

が、ぼちぼち12月に向けて始まると思うので、

そのための努力も惜しみなく、財政課を怖がる

ことなく、大いに要求すべきは要求していただ

いて、研究開発費は確保していただくように、

よろしくお願いを申し上げて質問を終わります。

○井手商工観光労働部長 決意のほどを述べな

いといけないのかなと思いながら、手を挙げさ

せていただきました。

今、工業技術センター所長が申し上げたとお

り、一定の額は確保できているものと思ってい

ます。商工の分野といたしましては、食品開発

センターにフード・オープンラボをつくって以

降、近年ではおいしさ・リサーチラボを増設い

ただきました。

工業技術センターには、先ほど、インタープ

ロのお話の中にもちょっと出てきたように、電

磁環境試験棟を新たに整備していただきまして、

最新の試験設備を増設させていただきました。

県内の企業さんたちが利活用できるような設

備は、順次更新をさせていただこうと思ってお

りますし、一つ一つの研究開発につきましては、

先ほど、企業成長のプラットフォームがあると

申しましたけれども、一方でイノベーション創

発のプラットフォームもあります。イノベーショ

ン共創プラットフォームということで、産官学

ということで、宮崎大学さんを含めて大学に入っ

ていただいた中で、大学の研究者の方、工業技

術センターの研究員、そして企業の担当が順次

議論をしながら、今、工業技術センター所長が

申し上げましたとおり、その官費だけではなく

て、企業の研究費でありましたり、いろんな財

団の研究、競争的な資金、この辺も含めながら

とれるものはとっていって、研究開発費を本県

に持ってこようということで考えております。

当然、総合農業試験場等、農政分野ともフー

ドの部分では関連しながら、一緒に手をとりあっ

て、研究費の開発に努めてまいりたいと考えて

おります。

○岩切委員 済みません、関連して。工業技術

センターさんに確認なんですが、３Ｄプリンタ

ということで、６ページにありましたものです

から、いろいろ、今、調べました。

2014年導入という記事しか、ちょっとなくて、

５年もたてば、この最先端の３Ｄプリンタは陳

腐になっていくものだと思うんですけれども、

更新とかは最近ありましたか。

○弓削工業技術センター所長 おっしゃったと
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おり、現在、２台のプリンタがございます。３

Ｄプリンタということで、これは５年リースと

いうことで入れております。

一つは樹脂を原料にしてつくるもの、もう一

つは石膏を原料にしてつくるものでございます

が、これについては５年で更新していくという

ことで、新しくしていくのと加えまして、今年

度、今からですが、また新たに２台導入をして

いくというような取り組みもしていこうとして

おります。それもリース契約ということです。

○岩切委員 ありがとうございました。

○坂本委員 決して意地悪な質問という意図は

ないんですけれども、率直に商工観光労働部内

でのふだんでの業務についてのＩＣＴの取り組

みというのを教えていただければと思うんです

が。というのは、ちょっと意図だけ最初に説明

します。

実は、先月、この特別委員会の県内視察で、

西米良村に行ったときに、これは教育の分野な

んですけれども、学校の情報教育の取り組みが、

本当に他県からも視察に行くぐらい、かなりの

先進的な取り組みをなさっていまして、ここに

ついては、教育長、それから、もっというと村

長さんも、一生懸命その取り組みを本腰入れて

やっていらっしゃいます。私がびっくりしたの

は、それから半月ぐらいして、宮崎市内で情報

教育のセミナーがあったんですけれども、そこ

にも村長さんは顔を出されていて、みずから勉

強してそういったものに触れていこう、また、

そういったものに積極的に推進していこうとい

う意欲というものを感じまして、すごく感心を

したんです。

それで、今、御説明いただきましたように、

この県内の商工業分野で、アンケートを見ます

と、なかなか進まない理由として、導入費用は

別としても、その必要性がわからないという、

そういった声が少なからず上がっています。や

はり、こういうＩＴ化、ＩＣＴ化というのを進

めていく上で、ふだんの業務の中で生産性を上

げるためにそういったものを活用していこうと

いう、そういう機運といいますか、ＯＳを変え

ていかないと、なかなか進まないんじゃないか

なと思っています。

県議会もそうなんですけれども、情報化を進

めていく上で、ふだんの自分たちの業務の中で、

そういった取り組みといいますか、取り込みで

すね、そういったものをやっていく必要がある

のかなと思ったものですから、本当に素朴な質

問で、商工観光労働部の中で、ふだんの生産性

の向上とか、また、働き方改革の一環として情

報化推進はこういうことを取り組んでいるとい

うことがあれば、教えていただきたいんですけ

れども。

○井手商工観光労働部長 今、坂本委員からも

ございましたように、県庁全体としても、その

ＩＣＴの利活用による生産性の向上、そして、

今のお話にありましたように、働き方改革とい

う面からも、そこに取り組んでいるところでご

ざいます。

部内の状況というか、県庁全体で進めている

ことの中に、やっぱりサテライトワーク、ノマ

ドワークでもいいんですけれどもということで、

今、県庁のネットワークというのを外から見て

閲覧ができる、もしくはメールのやりとりがで

きる環境が整ってまいっております。

私自身も、タブレットを持たされておりまし

て、出張先でもチェックしろと、部下のほうか

らファイルが送ってきて、見てねというふうな

状況に、今、なっております。

個人の携帯、スマホでも見られるような設定
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も可能だということになりまして、各人の自宅

でも県庁のネットワークの中のメール等の確認

ができる状況になっています。

一つ一つの事務作業につきまして、今、この

資料の中にもありましたように、ＲＰＡという

技術が出てきております。一昔前であればＯＡ

といった部分でありますけれども、それを進め

た形で７ページの下のほうに注が出ていますけ

れども、ロボッティックプロセスオートメーショ

ンということで、県庁の仕事の中には、非常に

定例的に書類をチェックする仕事が多くござい

ます。商工観光労働部内には、今、ちょっとお

気づきにならないかもしれませんけれども、パ

スポートの管理の業務も、オールみやざき営業

課のほうが所管しております。

この辺のような、そういう定例的にきちんと

見るような業務を、ＲＰＡで代替できないかと

いうような検討も進めているところでございま

して、できる限り、こういう技術、新技術を取

り入れて、生産性の向上、事務的な部分も含め

て取り組んでまいりたいと考えております。

○ 原委員 最後に、手短にやります。日機装、

それからキャノン、すばらしい企業立地ができ

ました。若者の定着、就職先としての期待のほ

かに期待するものは、ここにせっかくの最先端

の企業が来ました。当然、サプライヤーという

か、わかりやすく言えば下請けということなん

だけれども、そのあたりの状況というのは新し

く目覚めてきているものですか。

もう思いまで言っておきますけれども、とい

うのは、そこに最先端の企業が来たことによっ

て、そのサプライヤーがそこに育っていく。そ

こに、そういういわゆる生産性という、大企業

がやっているやり方のノウハウみたいなものが、

少しずつ周りのサプライヤーにも伝わっていく

だろう、一緒に企業城下町みたいな発想になっ

ていくわけですから、そこを中心とした企業が

そこに育っていく。

それが、その地域のそういうものづくりだと

かＩｏＴだとかロボットだとかいうことの意識

醸成にもつながっていく。だから都会と地方の

格差があるというのは、その辺もあるわけだけ

れど、そのあたりのサプライヤーとの広がりは

どうなんですか。

○矢野企業振興課長 今、おしゃっていただい

た企業の部分につきましては、既に県内の企業

のほうがサプライヤーとして入っているところ

が数社ございます。

それと、今のような航空機、最先端成長産業

ということでもございますので、今年度、航空

機関連の研究会を立ち上げまして、各企業さん

にそういうところにメリットでありますとか、

そういうところを皆さんに知っていただいて、

参入のほうを、また促していきたいというふう

に考えているところでございます。

○ 原委員 これで終わりますけれども、キャ

ノンの最先端の取り組みの話を聞きました。８

Ｋも見せてもらいましたけれども、知事も見た

ということでしたけれども、我々は別のところ

で見たんですが、本当にすばらしい。オープニ

ングのときに部長もいらっしゃったと思います

けれども、そういうことに取り組んでいる超最

先端の、これからはキャノンの技術をなくして

はものづくりができないだろうとまで、社長が

言っていましたですね。

だから、それぐらいの企業ですし、せっかく

そういうところがお見えなので、できるだけそ

ういうものづくりのノウハウとかを、この宮崎

のほかのサプライヤーなり下請業者に少しでも

拡散できると非常にいいなと思います。これま
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では自動車産業にかかわる云々と言っていまし

たけれども、ここに航空機が加わるし、そうい

うキャノンみたいなセンサーの技術に関する研

究会とか、そういうのがどんどんできてくると、

宮崎の工業力、ものづくり力は上がっていくん

じゃないかなと思いますので、ぜひ、よろしく

お願いを申し上げます。我々も、調査活動に努

めます。

○重松委員長 よろしいでしょうか。─それ

では、これで終わりたいと思います。執行部の

皆さんは御退席いただいて結構です。お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午前10時59分休憩

午前11時02分再開

○重松委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

県土整備部さんに御出席いただきました。初

めに一言御挨拶を申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長を仰せつかり

ました宮崎市選出の重松でございます。私ども11

名がさきの県議会で委員として選任され、今年

度、調査活動を実施していくことになりました。

当委員会の担う課題を解決するために努力して

まいりますので、どうぞ御協力を賜りたいと思

います。

委員及び執行部の皆様の紹介につきましては、

お手元に配付の出席者配席表にかえさせていた

だきたいと思います。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○瀬戸長県土整備部長 おはようございます。

県土整備部長の瀬戸長でございます。

本日は、お手元にお配りしております資料に

よりまして、建設業におけるＩＣＴ活用工事の

取り組みについて、御説明をさせていただきま

す。

詳細につきましては、技術企画課長から説明

させますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

○石井技術企画課長 技術企画課でございます。

県土整備部の建設業におけるＩＣＴ活用工事の

取り組みについて御説明いたします。

資料の１ページをお開きください。

１の建設産業の現状でございます。

まず、（１）の国の動きでございますが、建設

業は社会資本整備の担い手であると同時に、社

会の安全・安心の確保を担う、地域の守り手で

あり、今後の人口減少や技術者等の高齢化を踏

まえますと、働き方改革とともに、生産性向上

を進めることが必要不可欠となっております。

そのため、国土交通省では、平成28年を生産

性革命元年と位置づけ、調査・測量から設計、

施工、維持管理・更新までの全ての建設生産プ

ロセスでＩＣＴを活用するｉ─Ｃｏｎｓｔｒｕ

ｃｔｉｏｎを推進し、2025年度までに建設現場

の生産性２割向上を目指すこととしております。

下の方にｉ─Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの概

念図を掲載しておりますが、このように、生産

性を２割向上させ、これまでより少ない人数、

それから、少ない工事日数で同じ工事量を実施

することとしております。

なお、各プロセスの詳細につきましては、後

ほど御説明をいたします。

資料の２ページをごらんください。

次に、（２）の本県の状況でございます。

県内建設業就業者数は、上のグラフにありま

すように、平成７年の６万7,292人をピークに減

少し、平成27年では、ピーク時から約35％減少

しております。



- 18 -

令和元年９月26日（木曜日）

また、県内における建設業就業者の年齢構成

につきましては、下のグラフにありますように、

建設業就業者４万3,763人のうち、50歳以上が全

体の約52％を占めるのに対しまして、29歳以下

は全体の約９％となっております。

以上のことから、本県におきましても、全国

と同様、就業者の減少と高齢化が進んでいる状

況にあります。

３ページをお開きください。

２の本県の取り組みでございます。

先ほど御説明しましたとおり、本県におきま

しても、担い手の確保は喫緊の課題であること

から、建設生産システム全体の生産性向上を図

り、魅力ある建設現場を目指すため、ＩＣＴ活

用工事の試行を行っております。

まず、（１）のＩＣＴ活用工事の概要について

御説明します。

ＩＣＴ活用工事とは、建設生産プロセスであ

ります下記の①から④の全ての段階においてＩ

ＣＴを全面的に活用する工事のことでございま

す。

次に、各プロセスについて御説明いたします。

まず、①３次元起工測量でございます。

従来の起工測量は、ちょっと小さくて見にく

いですけれども、左側の写真にありますように、

人手をかけて測量機器等を用いて現地の位置や

高さを測定しますが、ＩＣＴ活用工事では、右

側の写真のように、ドローン等を使用すること

で、少人数、短時間で施工範囲全体を面的に３

次元測量を実施することが可能となります。

次に、②３次元設計データ作成でございます。

従来は、左側の図のように、平面図、縦断図、

横断図等の２次元の設計図面をもとに測量を行

い、設計に必要な２次元設計データの作成を行

いますが、ＩＣＴ活用工事では、２次元の設計

図面と①の３次元起工測量により得られたデー

タを３次元設計データ作成ソフトに取り込み、

右側の図の四角の枠内にあります３次元の現地

地形データと設計図面データを作成しまして、

この２つのデータを重ねて３次元設計データを

作成します。

また、重ねた２つのデータの差分から精度の

高い、例えば切り土、盛り土等の施工数量が自

動で算出できます。

資料の４ページをごらんください。

ＩＣＴ建設機械による施工でございます。

従来は、左側の写真のように、設計図面をも

とに、現地に計画の高さや勾配を示す丁張りと

言われるものを設置しまして、これを目印とし

て施工を行いますが、ＩＣＴ活用工事では、右

側の写真のように、②で作成しました３次元設

計データを情報化機器を装着したＩＣＴ建設機

械に送りまして、オペレーターが操作室のモニ

ターを確認しながら施工を行います。

ＩＣＴの建設機械は、３次元設計データに基

づき、オペレーターの操作をサポートするガイ

ダンスを行ったり、設計データの範囲外を施工

しようとすると油圧制御により自動制御を行う

など、効率的、効果的な施工が可能となります。

最後に、④３次元出来形管理等の施工管理及

び３次元データの納品でございます。

従来の施工管理は、左側の図のように、人手

をかけて測量機器等を用いて計測を行い、その

計測結果や計測状況の写真を工事書類として作

成します。

また、検査では、書類の検査と現地で測量機

器等を用いて確認を行い、最終的には書類を納

品いたします。

ＩＣＴ活用工事では、右側の図のようにドロ

ーン等を使用し、施工範囲全体の３次元測量を
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行い、得られたデータを３次元設計データと比

較をしまして、出来形管理図表─いわゆるヒ

ートマップと呼ばれておりますけれども─を

作成いたします。

また、検査では、３次元データをパソコンで

確認し、現地で３次元測量機器により検査を行

い、電子データで納品をします。

このように、ＩＣＴ活用工事では従来施工と

比べ、より少ない人数と日数で工事の施工が可

能となります。

次に、（３）のこれまでの実績でございます。

平成29年７月にＩＣＴ活用工事試行要領を制

定いたしまして、土工量１万立米以上の工事を

対象に試行を開始いたしました。平成29年度は、

発注者指定型としまして２件の工事を試行した

ところです。

平成30年３月には、試行拡大を図るため、試

行要領を改正しまして、予定価格３千万円以上

の土工を含む土木一式工事を対象としまして、

発注方式に施工者希望型を追加しております。

資料の５ページをお開きください。

平成30年度は、ＩＣＴ活用工事としまして58

件を公告いたしまして、そのうち35件でＩＣＴ

活用工事を実施しております。

また、③にありますように、ＩＣＴを普及さ

せるためには、まずはＩＣＴ効果を認識するこ

とが重要であるということで、発注者や施工者

等を対象とした建設研修会等を、これまで下記

のとおり開催してきたところでございます。

次に、（４）のＩＣＴ活用工事の効果と課題で

あります。

県で発注したＩＣＴ活用工事の効果検証を行

うため、平成30年度にＩＣＴ活用工事を実施し

た受注者にアンケートを実施いたしました。

アンケー卜の結果、まず、①の効果では、「作

業効率、熟練者不足への対応、検査の簡素化、

工事書類の簡素化等に効果があった」、また、「丁

張りの設置等が不要なため、人員の削減ができ

た」などの回答があったところです。

参考としまして、その下に四角で囲んでおり

ますけれども、国土交通省が平成29年度に行っ

たＩＣＴ活用工事の効果調査を掲載しておりま

す。

国土交通省発注のＩＣＴ土工工事274件の平均

値でございますが、従来施工と比較しまして、

ＩＣＴ施工では、例えば、グラフの灰色の施工

の部分では34％減少、それから、黄色・濃い青

色の出来形の管理・検査、その部分では53％減

少するなど、全体で約３割の労務・時間の低減

効果が図られております。

資料６ページをごらんください。

②の課題では、「初期投資費用が高額となる」、

それから、「ＩＣＴ建設機械のリース代が高額で

ある」、「小規模工事では、作業効率や採算性が

低くなる」などの回答があったところです。

このような課題があることを踏まえまして、

（５）の今年度の取り組みを実施することとし

ておりますが、まず、①のＩＣＴ活用工事につ

きましては、今年度も引き続き、50件程度の試

行工事を行うとともに、３次元データ作成など

の知識を深める研修会等を実施していくことと

しております。

また、国土交通省では、ＩＣＴ土工歩掛かり

の小規模区分を新設するなど、現場の実情にあっ

た取り組みを進めており、本県でも10月から歩

掛かりの改定を行うこととしております。

②のＩＣＴ機器等の導入の支援につきまして

は、国では、ものづくり・商業・サービス生産

性向上促進事業等により、ＩＣＴ施工の導入に

関する設備投資等の支援を行っております。ま
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た本県でも、今年度から建設産業経営力強化支

援事業により、ＩＣＴ機器等の導入を支援する

こととしております。

次に、３の今後の方向性ですが、アンケート

の結果にありましたように、ＩＣＴ活用工事の

実施におきましては、人材育成や採算性の課題

があることから、引き続き試行結果を検証する

とともに、国の動向も踏まえ、必要な見直しを

行いながら、試行を拡大していくこととしてお

ります。

また、ＩＣＴ活用工事には、現在、本県が取

り組んでいるＩＣＴ土工以外にも、舗装工やの

り面工など、国のほうで工種が拡大しておりま

すことから、国や他県の情報収集を行い、活用

について検討していくこととしております。

資料の７ページをお開きください。

４のその他の先端技術の取り組みであります。

これまで御説明してきましたＩＣＴ活用工事

以外にも、下に記載しています業務におきまし

て、情報通信技術やドローン等の先端技術を活

用・検討していくこととしております。

まず、（１）の建設工事等における情報共有シ

ステムの活用であります。

公共事業におきまして、情報通信技術を活用

し、業務の効率化を実現するための情報共有シ

ステムを平成29年８月より試行しております。

情報共有システムを活用することで、コスト縮

減、業務の効率化等のメリッ卜がございます。

次に、（２）のタブレットの活用であります。

今年度より本庁各課及び各出先機関に合計73

台のタブレットを配備いたしまして、業務で活

用しております。

下の写真は、現場と事務所の職員との間でビ

デオ通話を行っている写真です。このように、

現場と事務所の職員が情報を共有できるほか、

事務所から現場対応への指示ができるなど、災

害対応の迅速化が図られております。

資料の８ページをごらんください。

（３）の災害時の状況把握であります。

長大な斜面や人が近づけないような危険な場

所で災害が発生した場合、建設業者等にドロー

ンによる空撮を依頼いたしまして、速やかな状

況把握に努めたり、これにより、応急工事等の

迅速な対応が可能となります。

（４）の土木の魅力発信、ＰＲであります。

学生を対象とした出前講座等の中で、ドロー

ン体験を行いまして、公共事業の必要性や土木

の魅力等の発信、ＰＲを行っており、これにつ

いては非常に好評でございます。

最後に、（５）の構造物の施設点検であります。

トンネル、橋等の道路構造物の施設点検にお

いては、平成26年度から近接目視により５年に

１度の頻度を基本とする定期点検を実施するこ

ととしておりますが、下の写真のように近接目

視を補完・代替・充実する新技術の活用につい

て取りまとめた新技術利用のガイドライン（案）

を平成31年２月に国土交通省が作成したところ

であり、今後、活用を検討していくこととして

おります。

技術企画課からの説明は、以上でございます。

○重松委員長 執行部の説明は終わりました。

御意見、質疑がございましたら御発言をお願

いいたします。

○ 原委員 ４ページの実績です。三財川、河

道掘削、宮崎港、津波避難施設とありますけれ

ども、これを受注した会社はどの程度の規模で

すか。

それと、そういうＩＣＴというか、機械は自

前なのかリースなのか、今、財政的な負担のこ

とがあるかなと思うので、ちょっとそのあたり
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のところを教えてください。

○石井技術企画課長 これまで試行を、特に平

成30年度からふやしてやっておりますけれども、

基本的に盛り土量が１万立米等の規模の工事と

いうことで、大体、主にはクラスでいいますと

特Ａの業者さんがメーンでございますけれども、

Ａクラスまでは、試行の中でやっております。

リースのＩＣＴの建設機械でございますけれ

ども、今まで試行した中で、自社で建設機械を

保有しているのは１社でございました。あと残

りについては、全てリースということで、それ

は、いわゆるＩＣＴの建設機械、通常よく使う

コンマ８立米バックホーとか言われる、よく見

るものですけれども、そういうものですと、従

来型のＩＣＴではないものは大体1,700万円とか

いうぐらいの価格なんですけれども、ＩＣＴ建

機だと約3,500万円程度ということで、やはり、

物自体は非常に性能も高くて価格も高いという

ことになっております。

○ 原委員 それだけ設備投資も要るなという

ことですけれども、リース料は、大体どのぐら

いなんですか。

○石井技術企画課長 リース料だと、従来型で

は大体月単位のリース料になっているようでご

ざいまして、約20万円、ＩＣＴ建機だと、いろ

いろ聞いて平均いたしますと、約百三十、四十

万円ということで、やはり、その建設機械は高

額ということにはなっております。

○ 原委員 そうするときに、この国交省のデ

ータによると、単純に言えば３割、生産性が上

がると、そのリース料、あるいは倍する機械を

購入した設備と一緒に行って３割、ＩＣＴの機

械を使おうが使うまいが、見積もり額は変わら

ないわけですよね。だから、それを加味したと

きに生産性は３割上がる、でも、こちらではリ

ース料が上がるよ、買えば倍のものを買うよ、

当然、償却費が要るよという話になると思うん

ですが、そのあたりがペイするかという、どう

なんでしょうか。

○石井技術企画課長 まず、先ほど実際にＩＣ

Ｔの建設機械を保有している、買った方という

のは１社程度で、多分、なかなか、これは買う

のは難しいのかなと。ほとんどリースでやって

ございますけれども、一応、県の積算でも、見

合うリース料といいますか、国のほうでもそう

いった対応をするＩＣＴの歩掛かり等を整備さ

れておりまして、そういったもので費用につい

ては見ているということで、特殊な事情がなけ

れば、基本的にはそういう１万立米程度の大型

土工であれば、一応ペイはしているというよう

な話は聞いております。

ただ、いろいろ私も現場に行って、オペレー

ターの方とか代理人の方にお話を聞きますと、

例えば梅雨時期の雨が多いときに、先ほど言い

ましたようにリース機械は１カ月単位というこ

とで、稼働が余りできないときがあると、その

分、ちょっとその次の月まで行ってしまってリ

ース料がかさむとか、あと、現地の施工で、例

えば障害物、何かの構造物があったりすると作

業効率が少し悪くなるので、そういったときに

は、やっぱり少し効率が落ちてコスト面で心配

な部分もあったというような話は聞いておりま

す。

○ 原委員 あと１件だけ。その国の歩掛かり

ですけれども、これは当然プラスアルファのほ

うに計算されるということですね。

○石井技術企画課長 ことしの10月から小規模

土工の歩掛かりを整備しますということで、先

ほどお話をいたしましたけれども、これまで、

１万立米までのものしかなくて、小規模につい
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ては、少しコストがみたいな話もあって、そう

いうものは、また現場の声を聞きながらといい

ますか検証して、そういうふうに、ちゃんと現

場に見合う歩掛かり等を国のほうで、いろいろ

検証しながら、やっているというような状況で

ございます。

○ 原委員 ここに、建設業は地域の守り手だ

というふうにあります。しかし、この年齢構成

を見ると、次の担い手が、技術屋がなかなかい

ないということで、将来は心配されるわけです。

そういう意味では、なかなか、今、使われなく

なった言葉だけれども、３Ｋというか、３Ｋ職

場というか、そういうところで、できるだけこ

ういうＩＣＴ関連機器を導入することによって、

体への負担の軽減を図って、若い人たちが来や

すくなる。

そして、生産性が上がって、当然、給料も上

がるというような職場にしていかないといけな

いんで、そういう意味でも、こういう機器の導

入を推進するということは、非常に重要な意味

があるだろうと思うので、国の政策のみならず、

県においても、何か独自の政策が打ち出せない

ものかなどと思うわけですけれども、部長の見

解を。

○瀬戸長県土整備部長 今、蓬原委員が言われ

たように、私たちも、この建設業というのは、

社会資本の整備は同然のことですけれども、国

土保全をすると考えても、本当に大事な産業で

あるというふうに考えております。

先ほど説明がありましたけれども、高齢化が

進む中で若年労働者が減っていると、10％以下

の状況に、今、なっているということを考えま

すと、やっぱり、このＩＣＴの工事をふやして

いかないといけないというふうに考えておりま

す。

そういう中で、小学生とかに講習会とか研修

会をしますと、非常に子供たちは興味を持って

くれております。こういう活動を広げながら、

ＩＣＴ工事をふやしながら、建設労働者が減っ

ていくのも間違いありませんので、そこをカバ

ーしていくというような取り組みをしっかり

やっていきたいというふうに考えております。

○ 原委員 格好いい職場として、若者、子供

が憧れる産業になるように、ひとつよろしくお

願いをいたします。

○窪薗副委員長 今、部長の答弁があったよう

に、建設業では、特に人手不足というのが、も

う来ているわけです。それに加えて高齢化とい

うこともですが。国が、今、進めていますＩＣ

Ｔの活用は、初期投資もかなり高いということ

ですし、なかなか小さな建設業では手が出らん

というのが現状だろうと思うんです。大手です

と、割といいかもわかりませんけれども。

そういった中で、同じドローンでも小型のド

ローンで対応するとか、そういった技術開発に

ついて、単価がもうちょっと割安というんです

か、将来的にそういったものの開発というのは

できないものなんでしょうか。

そうしますと、国が進める中で普及も割と進

むのかなと思っています。一方、国はそれを進

めるということですけれども、取り組みが２分

の１の補助金ではなかなか厳しいということも

あります。そのあたりの県の取り組み、今後も

特に人材育成という部分では、産業開発青年隊

等もあるわけですが、そのあたりの教育のどう

いった内容に、特に技術者ではなくて現場監督

さんというのが不足しているということもあり

ますので、こういったものも将来的には含んで

いくんだろうと思いますけれども、将来的なこ

とと、人材育成の問題について、県の取り組み
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としてはどうなんでしょうか。

○石井技術企画課長 今、国のほうが平成28年

度から生産性元年ということで取り組みを始め

まして、ある程度の大きな工事については、あ

る程度、試行も重ねながらスムーズにいってい

るような、県の中でもそういう状況でございま

す。

ただ、確かに委員がおっしゃったとおり、じゃ

あ、小規模の工事とか、そういったものについ

てどうなのかという声は、国はいわゆる一つ一

つの工事の施工規模が大規模でございますので、

特に地方公共団体のほうからは、そういった意

見が確かに出ております。これから、このＩＣ

Ｔ施工が定着していくには、いわゆる小規模施

工といいますか、例えば中小の改良工事であり

ますとか、ひいては維持工事あたりまでそうい

う機械が開発をされてやっていければ、恐らく

汎用性が出て、コストも下がっていくんだろう

と。ＬＥＤ照明なんかもそうでしたけれども、

そういったことを、今、国のほうでもいろいろ

と検証をしながら進めているということです。

結局、そのＩＣＴに投資した分に見合うような

ＩＣＴ工事の工事量があるかというようなこと

が、多分、これから非常に大事になってくるん

ではないかということと、いわゆる人材、その

ＩＣＴに関する人材育成という意味で、中小企

業が対応できるかどうか、また建設技術センタ

ーのほうでもそういった研修も官民、施工業者

さんを含めて、年に一、二回やっているところ

でございまして、何とかこれを普及させていか

ないと、近い将来には当然労働者不足というこ

とで、必要なものができなくなるというような

ことがあろうかと思っておりますので、そういっ

たところには、いろいろ注意を払いながらやっ

ていきたいと。

支援の部分では、先ほど、ちょっと御説明し

ましたけれども、６ページの②あたりで、国の

ほうでもやっていますけれども、県のほうでも、

そういう機器導入についての補助を、今年度か

ら新たに創設もしたということで、またそういっ

たことも、いろいろ業界等にも含めて、ＰＲを

していかなくちゃいけないなとは思っておりま

す。

○窪薗副委員長 一連の最初に施工をする前に、

起工から、設計、作業、一連にはこうなるんだ

ろうと思いますけれども、なるべくコストが安

価でできるようなものを、やっぱり導入してい

ただく、あるいは、そういった中小企業の方々

まで手が届くような施策もお願いしたいなと。

もう目の前に来ているわけですから、そういっ

た部分を解消するには、やっぱり早く、こういっ

たものを支援していく必要があろうかと思いま

すので、よろしくお願いします。

○内田委員 ８ページの（４）の土木魅力発信

ＰＲのところは、とても興味深く聞かせていた

だいたんですが、こちらが小学校のほうに出前

講座となっているんですけれども、中学、高校

などにも積極的にこういう講座をされているの

かどうかをお聞かせください。

○石井技術企画課長 この写真は小学校のとこ

ろを載せていますけれども、ドローン体験も含

めて、いわゆる出前講座等は大学、宮崎大学の

ほうから高校、中学校、小学校まで、全て年間

通してやっている状況ではございます。

年間、今、十五、六回ぐらい、そういった取

り組み、現場見学会も含めてやっているんです

けれども、そういった中で、平成30年度は５回

程度、ドローンの体験ということで、その内数

としてやっているという状況でございます。

○内田委員 先日、建設業の青年部の方と若手
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の県議で意見交換をさせていただいたときに、

一番意見として上がっていたのが、週休２日の

導入を頑張っていきたいんだけれども、工期が

決められていたり、天候に左右されたり、リー

ス代が高くついたりとか、だけれどその導入を

進めていかないと、若い人の確保につながらな

いとか、いろんな課題を聞かせていただきまし

た。

その中に、例えば工業高校とか技術系の高校

の学生を獲得するための努力を自分たちはして

いると、でも、なかなか現場の魅力とか、仕事

の魅力とかを伝えきれていないところもあるの

か、高校と建設業の方々の連携が、まだまだ図

られていないのかなとか、そういうところがす

ごく見えたんです。

宮崎県は県外に高校生が流出しているという

ことで、ワーストが続いたんですけれども、高

校の先生たち、進路指導の先生たちと話す中で、

高校にとっては、ちょっと迷惑な話だよねみた

いな意識で、やっぱり先生たちの中にもあった

りするんです。

でも、私は高校生にもっと地元の魅力的な現

場を見せていただきながら、県内にとどめる努

力をもっと積極的にしないといけないなという

思いの中で、そういう意見交換をさせていただ

いたんです。

小学生、中学生も、もちろんこの建設業とい

うのは格好いいよというところを見せていくの

もあるのかもしれませんが、工業高校とも、もっ

と積極的に、高校１年生、２年生あたりに、こ

のような最新のものを入れているところが宮崎

県にもあるんだよと、そういうところをどんど

ん積極的に見せていっていただいて、実績とし

て、私どもも目に見えるようになっていってい

ただきたいなという思いで、ちょっと質問をさ

せていただきます。

○石井技術企画課長 高校生も、工業系の高校

を中心にといいますか、建設業協会のほうに委

託しております中で、１週間程度ですけれども

インターンシップ等もやっておって、昨年度で

言いますと、たしか五十数社、200名弱ぐらいで、

そういうインターンシップを経験したりとか、

そういった取り組みもやっております。

それから、その工業系以外でも普通科高校に

ついても出前講座であったり、少し座学の部分

であったりとかいうこともやっております。

それから、週休２日の話がございました。こ

れについては、昨年度から週休２日を４週６休

以上ですけれども、やったところについては、

当然、その分経費がかかりますので、その経費

を見るようにしたりとか、今年度からは、いわ

ゆる発注者、受注者、国、県、市町村を含めて

毎月第二土曜日を一斉閉所ということで、６月

から取り組んでおります。

７月にやった分について、ちょっとアンケー

トをやりました。どの程度やれましたかという

ことで、土曜の閉所率でいうと、母数が670

件、670工事と思っていただければいいと思いま

すけれども、82.8％が閉所したということで、

これは当然、かけ声をかけているんで、当然率

は高くなっていると思いますけれども、その土

曜日以外、土曜日がちょっとできなくて、平日

に振りかえたというのが9.6％ございまして、合

わせると92.4％ということで、我々もですけれ

ども、業界のほうも、そういった少し意識が高

まってきたのかなとは思っております。

ただ、それに必要な経費の部分については、

やはり、しっかり見ていくべきと思っています

ので、そこらあたりの本音の声とか聞きながら、

やっていきたいと思っております。
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それから、高校とのという話で、ちょっと何

月か忘れましたけれども、今年度から大学の先

生、それから工業系の学校の先生等に来ていた

だいて、意見交換をやりました。

どんな状況ですかとか、我々の担い手育成み

たいなものが見えていますかみたいなお話もし

たところなんですけれども、そういうことを県

がやっているとは知らなかったとか、そういっ

た御意見も、ちょっとございましたので、そう

いった周知をしっかりやっていきたいというこ

とで考えております。

○内田委員 週休２日の経費まで見ているとい

うようなお話だったんですけれども、やっぱり

現場は、それでもその経費が合わないとかいう

こととか、金額も具体的に聞かせていただいた

んですけれども、そういうお悩み等もたくさん

あるんだなというのも感じたので、またしっか

りと現場に聞いていただいて、こういうＩＣＴ

をすることによって、工期もこれだけ減らせて、

人件費等の削減につながったりとか、そういう

可能性があるというところも、しっかりと現場

におりていっていただいて、国の補助なども有

効に使っていただければなと思いますので、ど

うぞよろしくお願いします。

○二見委員 １点だけ。先ほど、窪薗副委員長

の質問の中で人材育成についてというところが、

ちょっとあったと思うんですけれども、６ペー

ジのこの課題のところ、効果については、いろ

いろと話を伺いまして、大体わかってきたんで

すけれども、機械の導入とかリース代が高いと

いうのも、致し方ないなとは思うのですが、た

だ、その次の３Ｄデータ作成等で、ソフト等の

専門的な知識が必要であるとか、その３次元デ

ータを扱える人材が少ないと、こういう人材育

成について、今、どのように取り組んでいるの

かなと。

先ほど、ちょっと年に一、二回、何かその勉

強会をしているというところに含まれるのかな

と思ったんですけれども、この３Ｄデータとか、

こういうものを扱うというのは、何もこれは建

設現場だけでもないのかなと、ほかの医療分野

とかでも、やっぱり必要な分野はあるんだろう

なと思うんです。

だから、この人材育成をするに当たっては、

ここの建設分野だけでやるのではなくて、やっ

ぱり本県の各種産業の分野を考えた観点からの

教育というのが必要だろうと。その仕事につい

てから勉強するのではなくて、社会に出るまで

に、やっぱり勉強するところが必要なんじゃな

いかなと思うんですけれども、今、実際、そこ

ら辺は何か勉強できる、工業学校でできるんだ

とか、高専でやっているんだとか、そういった

ところは、何かあるんでしょうか。

○石井技術企画課長 高校の授業の中で、こう

いうＩＣＴ関連といいますか、そういうのをし

ているかどうかというのは、ちょっと、今、承

知していないんですけれども、少なくとも発注

したその受注者という意味では、年に一、二回

程度、国のほうから講師で来てもらったりとか、

あと、日本建設機械施工協会というのがあって、

非常にそういうことに詳しい専門の方ですけれ

ども、そういうところに来てもらって、実際の

取り扱い方とか、機械のとかいうようなことは

やっているところでございます。

○二見委員 それで使えるようになるのかとい

うところが、やっぱり一番大事ですよね。現場

のほうからそういう人材がいないということは、

多分出てきていないんだと思うんです。

先ほど、ちょっと言ったように、例えば宮崎

県がやっている産業開発青年隊ですか、あそこ
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では、じゃあやっているのかというようなとこ

ろです。そこでの人材育成の中に入っているの

か、これからの、次の時代を見据えた取り組み

の一端だと思うんですけれども、そういったと

ころは検討していく必要もあるんじゃないかな

と。

最初に申し上げたように、ほかの商工分野と

か、教育委員会のほうとかとも、やっぱり情報

を共有していく必要性もあるんだと思うので、

そういう横の広がりも必要なのかなと、これ、

僕の意見ですけれども、ちょっと申し上げてお

きたいと思います。

○石井技術企画課長 今の御意見を踏まえまし

て、またいろいろ、その学校サイドとか、特に

産業開発青年隊とか、我が部で所管しているそ

ういった中での、どんな取り組みをしたらいい

かというようなことも、十分検討していって、

身のあるものにしていきたいと思っております。

○横田委員 建設現場の作業の中でのＩＣＴ活

用というのは、多分、重機の操作とかそういう

ことなんだろうと思うんですけれども、現場で

は機械の作業以外の作業って、いっぱいあるじゃ

ないですか。将来的にそういったＩＣＴが活用

できる作業というのは、どれぐらい広がってい

くものなんでしょうか。

○石井技術企画課長 今、県のほうでは大規模

な土工事ということでやっていますけれども、

国のほうではどんどん地盤改良であるとか、の

り面工とか舗装も、今、手がけております。

あとは、先ほど言いましたそういった規模の

ＩＣＴ工事に見合うものが、維持工事等も含め

て県の工事の中であるか、できるかというよう

なことは、当然、その官側だけではなくて、そ

ういった機械が開発できるかとか、そういった

ことが、今後、左右してくるんだろうと思って

おります。

ただ、いろいろ意見を聞いたら、誰一人これ

がまずいという、施工業者さんはいらっしゃい

ませんでした。やっぱり非常に楽になるし、施

工期間も短くなるしということで、今後も続け

てもらいたいと。ただし、コストのところはちゃ

んと見合うことでというような御意見はいただ

いたところです。

○横田委員 人材不足を補うためのＩＣＴ活用

だと思いますので、できるだけ広範囲でＩＣＴ

が活用されるように、将来的になることを期待

したいと思います。

○重松委員長 よろしいでしょうか。─それ

では、これで終わりたいと思います。執行部の

皆さん、御退席いただいて結構です。お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午前11時46分休憩

午前11時47分再開

○重松委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

協議に入ります。

まず、協議事項（１）県外調査についてであ

ります。

10月16日から18日に実施予定の県外調査です

が、資料１をごらんください。

前回の委員会におきまして、県外調査先につ

いて、正副委員長に御一任いただきましたので、

ごらんのような日程案を作成いたしました。

まず、１日目は千葉県の幕張メッセで開催さ

れますシーテック2019に参加します。これは、

あらゆる業種・産業を網羅しているＳｏｃｉｅ

ｔｙ5.0の総合展であります。私たちの調査項目

である先端技術が、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の実現に
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どう結びついていくかなどについて調査を行い

ます。

２日目の午前は、総務省の担当者から、総務

省が進めるＳｏｃｉｅｔｙ5.0時代の地方の実現

に向けた地方のあり方について調査を行います。

午後は、国の研究機関であります農研機構の

さいたま市にあります農業技術革新工学研究セ

ンターを訪問し、農研機構が研究されてきた、

またはこれから研究していこうとされるスマー

ト農業について説明をお聞きし、宮崎が抱える

農業の課題を克服していくためにどう生かせる

のかといった観点で調査を行います。

３日目は、横浜市にあるＮＴＴテクノクロス

株式会社横浜事業所を訪問いたしまして、先端

技術開発企業が目指す地域課題解決に向けた今

後の展開について調査を行います。

調査先との調整も、ある程度進めさせていた

だいておりますので、できれば、この案で御了

承いただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ありがとうございます。それで

は、そのように決定いたします。

なお、諸般の事情により、若干の変更が出て

くる場合もあるかもしれませんが、正副委員長

に御一任いただきますようお願いいたします。

次に、協議事項（２）の今後の委員会につい

てであります。

まず、次回委員会につきましては、11月１日

に開催を予定しております。

次回の委員会では、この特別委員会の３つの

調査事項のうち、公務における情報化推進に関

することといたしまして、総合政策部と総務部

に行政の情報化に関する計画や行政の効率化に

おけるＩＣＴの利活用などについての取り組み

状況を伺いたいと考えております。

執行部への説明、資料要求について、何か御

意見、御要望はありませんか。

○ 原委員 僕は知りたいんだけれども、建設

機械の現場で、今やっているところを見にいき

たいなという、時間があれば。

○重松委員長 わかりました。じゃあ、そのよ

うな形で、ほかによろしいですか。あとは一任

していただいて。

ただいまの蓬原委員の御意見などを参考にし

て、また次回、説明資料等を要求していきたい

と思います。

なお、その次の委員会は11月議会開会中、12

月９日に開催を予定しております。

12月９日に開催予定の委員会について、何か

御意見や御要望はありませんか。

暫時休憩いたします。

午前11時51分休憩

午前11時51分再開

○重松委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

ただいまの意見などを参考にして、12月９日

の委員会の説明、また資料等も要求していきた

いと思います。

最後に、協議事項（３）その他で、皆さんか

ら何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ありませんか。なければ、それ

では、次回の委員会は11月１日、午前10時から

を予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。

以上で本日の委員会を閉会いたします。大変

にお疲れさまでした。ありがとうございました。

午前11時52分閉会
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